
浜松工業会浜松支部会則 

 
【名称及び所在地】 
第１条 本会は、浜松工業会浜松支部（以下本会という）と称する。 
第２条 本会は、連絡所を佐鳴会館内に置く。 

【目的及び事業】 
 第３条 本会は、会員相互の親睦と人格の向上を図ると共に、母校の隆昌と国内外の学術文化の発展に

寄与することを目的とする。 
第４条 本会は、次の事業を行う。 

１．会報の発行。 
２．会員名簿の発行。 
３．その他、本会の目的達成に必要な事業。 

【会員】 
 第５条 本会は、静岡県の大井川以西に在住または勤務する下記の会員により組織する。 
     正会員 １．浜松高等工業学校、浜松工業専門学校、静岡大学工学部、静岡大学情報学部卒業

生。 
         ２．静岡大学大学院工学研究科、静岡大学大学院電子科学研究科、静岡大学大学院理

工学研究科、静岡大学大学院情報学研究科、静岡大学創造科学技術大学院修了生。
但し、浜松キャンパスの修了生とする。 

         ３．第１１臨時教員養成所、浜松臨時教員養成所卒業生。 
         ４．静岡大学工業短期大学部卒業生。 
         ５．上記１～４項に準ずる者で、工業会本部において承認された者。 
     特別会員 前号の各学校及び電子工学研究所に在職する、又は在職した教職員で、役員会にお

いて承認された者。 
     名誉会員 本会に対し特に功績のあった者で、役員会より推薦され、総会の承認を得た者。 
     賛助会員 本会の目的及び事業に賛同する個人又は法人で、役員会において承認された者。 
【役員】 
第６条 本会に下記の役員を置く。 

支部長   １ 名  本会を代表し、会務を総理する。 
副支部長  ５ 名  支部長を補佐し、支部長事故ある時は代行する。また、委員会を 

統括する。 
監事    ２ 名  会計の監査を行う。 
幹事    若干名  一般会務に参画する。 
常任幹事  若干名  常任幹事会に出席するなど、重要な会務に参画する。 
顧問    若干名  顧問会議に出席するなど、重要な会務に参画する。 
名誉顧問  若干名  支部長の相談役として本会に助言する。 

第７条 支部長及び副支部長は、会員中より、役員会の議を経て、総会において決定する。 
第８条 監事、幹事、常任幹事、顧問及び名誉顧問は、支部長が役員会に諮り委嘱する。 

但し、常任幹事は、副支部長の経験者及び支部長が必要と認めた者、顧問は、支部長経験 
者及び本会に対し特に功労のあった者、名誉顧問は、現職の工学部長、情報学部長、及び電子
工学研究所長、工業会の理事長、財団の理事長及び常務理事とする。 

第９条 役員の任期は次の通りとする。 
１．役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
２．役員に欠員が生じたときは、役員会に諮り補充することができる。 
３．補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４．役員は任期満了後でも、後任者が就任するまで職務を行う。 

【会議】 
 第１０条 総会は、本会の最高議決機関であり、毎年１回開催する。但し、必要に応じ、臨時総会を開

くことがある。 
 第１１条 総会は、正会員及び名誉会員により構成する。支部長は、これを招集し、その議長となる。 
 第１２条 総会の議案は、役員会の議を経て決定する。 
 第１３条 正副支部長の選任のほか、下記事項は、総会の決議を経なければならない。 
      １．本会則変更に関すること。 
      ２．事業計画。 
      ３．予算及び決算。 
      ４．会費。 
      ５．その他、役員会において必要と認めた事項。 
 第１４条 役員会は、正、副支部長、監事、幹事、常任幹事、顧問及び名誉顧問により構成。必要に 
      応じ、支部長がこれを招集し、その議長となる。 
 第１５条 正副支部長会は、正、副支部長により構成。必要に応じ、支部長がこれを招集し、その議 
      長となる。 



 第１６条 常任幹事会は、正、副支部長及び常任幹事により構成。必要に応じ、支部長がこれを招集し、
その議長となる。 

 第１７条 顧問会議は、正、副支部長及び顧問により構成。必要に応じ、支部長がこれを招集し、その
議長となる。 

 第１８条 会議の決議は、出席者の過半数の賛否により定める。 
【委員会】 
 第１９条 本会に下記の委員会を置き、会務を執行する。 
      委員会は、各副支部長を委員長とするほか、各若干名の副委員長をおくことができる。副 

委員長は支部長より委嘱する。 
      委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。 
      １．総務委員会 
       （１）総会及びその他の会議開催に関する事項。 
       （２）渉外に関する事項。 
       （３）趣味の会に関する事項。 
       （４）支部会則及び施行細則の改訂に関する事項 
      ２．組織委員会 

（１）会員名簿の発行に関する事項。 
（２）会報の配布に関する事項。 
（３）総会パーティ券配布に関する事項。 

３．事業委員会 
（１）ＵＴ（ユーターン）及びＳＥ（シニアエンジニア）相談室運営に関する事項。 
（２）結婚相談室運営に関する事項。 
（３）産学連携に関する事項。 

４．広報委員会 
（１）会報発行に関する事項。 
（２）ＨＰ（ホームページ）の運営に関する事項。 

５．会費委員会 
（１）会費徴収に関する事項。 
（２）会計業務に関する事項。 

【会計】 
 第２０条 本会の経費は、会費及び会報の広告料、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。 
 第２１条 正会員及び特別会員は、年度会費１，５００円を納入する。 
      賛助会員の年度会費は、法人は、一口３０，０００円、個人は３，０００円とする。 
 第２２条 会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 
【慶弔見舞】 
 第２３条 当支部に特に貢献のあった者を対象とし、支部長が決定する。 
 
【付則】 本会則は、平成１８年５月２０日より施行する。 
     （注）昭和３１年１月２２日  一部改正 
        昭和４２年６月１０日    〃 
        昭和５５年８月２３日    〃 
        昭和５７年６月２６日  一部改正及び条文整理 
        昭和５８年５月２８日  一部改正 
        昭和６０年４月１日     〃 
        平成１２年６月４日     〃 
        平成１８年５月２０日    〃  
        平成１９年５月１９日    〃  
        平成２０年５月１７日    〃  
         

施行細則 
第１条 総会への招待者は、次の通りとする。 

１．工学部関係   工学部長。 
２．情報学部関係  情報学部長。 
３．電子工学研究所関係 電子工学研究所長。 
４．財団関係    財団理事長及び常務理事。 
５．工業会関係   会長、理事長、浜松支部以外の支部長。 
６．その他支部長が必要と認めた者。 

第２条 この細則は、役員会の議を経て変更できる。 
【付則】本細則は平成１２年６月４日より施行する。 
    （注）平成１２年６月４日  一部改正 
       平成２０年５月１７日   〃  


